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１都市計画の目標  

(1) 都 市 づくり の基本理念  

①  理 念 ・ 目 標  

玉 名都 市 計 画 区 域（ 以 下、「 本 区 域 」と す る 。）は 、荒 尾 ・ 玉名

地 域の ほ ぼ 中 央 に 位 置し て い る 。

県 立自 然 公 園 に 指 定 され て い る 小 岱 山 が北 部 に 位 置 し 、一 級 河

川 菊池 川 が 中 央 部 を 貫流 し て い る 。  

Ｊ Ｒ 鹿 児 島 本 線 、 国 道 208号 が 区 域 の 中 心 部 を 東 西 に 走 り 、 郊

外 部 に お い て は 九 州 新幹 線 新 玉 名 駅 が ある な ど 、広域 的 な 交 通 条

件 に恵 ま れ て お り 、社 会・ 経 済 の成 長 を 担 う 県 北 地 域 の 拠 点 都 市

の 一つ と し て 位 置 付 けら れ て い る 。

ま た、 菊 池 川 の 流 域 には 農 地 が 広 が っ てお り 、 右 岸 側 に 展開 す

る 既成 市 街 地 内 に は 、観 光 の 中 心 で あ る玉 名 温 泉 を 有 し てい る 。

こ れら の 拠 点 性 、 交 通利 便 性 を 生 か し なが ら 豊 か な 自 然 環境 の

保 全に 努 め 、田園 風 景 と 調 和 し た 県 北 地 域 の 発 展 を 主 導 す る 交 流

拠 点都 市 を 目 指 し 、そ の 将 来 像 及 び 都 市 づ く り の 基 本 目 標 を 、次

の よう な も の と す る 。

【 将来 像 】

『 人と 自 然 が ひ び き 合う 県 北 の 都  玉 名 』

【 都市 づ く り の 基 本 目標 】  

「 人 と 人 、 人 と 自 然 が ふ れ あ う 交 流 の 都 づ く り 」  

本 区 域 は 、 有 明 海 、 菊 池 川 、 玉 名 平 野 、小 岱 山 及 び 金 峰 山系

な どの 豊 か な 自 然 的 環境 に 恵 ま れ 、 様 々な 自 然 と の ふ れ あい を

通じて市 民 による地 域 コミュニティ活 動が盛 んに行 われている。

さ らに 、 九 州 新 幹 線 新玉 名 駅 の 開 業 に より 鉄 道 、 道 路 等 の交 通

利 便性 が 高 ま る こ と で、 多 く の 人 が 訪 れ、 に ぎ わ い と 活 気が 創

出 され る こ と が 期 待 され る 。

そ こで 、 人 と 人 、 人 と自 然 が ふ れ あ い 、活 力 を 生 み 出 す 「交

流 の都 」 づ く り を 進 める 。
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「 市 民 が い き い き と 輝 き 、 安 心 し て 暮 ら せ る 快 適 な 都 づ く り 」  

本 区 域 は 、 豊 か な 自 然 に 恵 ま れ 、 住 む 人々 に よ り は ぐ く まれ

て きた 地 域 の 歴 史 や 文化 が あ る 。 今 後 も地 域 に 誇 り を 持 ち、 人

や 自然 へ の 思 い や り を大 切 に す る と と もに 、 地 域 の 伝 統 や文 化

を しっ か り 守 り 、 は ぐく み 、 後 世 に 受 け継 い で い く 。 ま た、 す

べ ての 人 に や さ し い ユニ バ ー サ ル デ ザ イン を 取 り 入 れ た まち づ

く りや 、 環 境 保 全 、 少子 ・ 高 齢 化 、 子 育て 、 防 犯 ・ 防 災 など の

意 識を 高 め 、安 心 し て 暮 ら せ る ま ち づ く り を 進 め る 必 要 が あ る 。

そ こで 、 環 境 に や さ しく 、 子 ど も か ら お年 寄 り ま で 元 気 で、

い きい き と 暮 ら せ る 「快 適 な 都 」 づ く りを 進 め る 。

「 市 民 の 積 極 的 な 参 加 に よ り 、ま ち づ く り を 進 め る 自 立 し た 都 づ く り 」

こ れ か ら の 本 区 域 に お い て は 、市 民 一 人 一 人 が 主 体 的 に 学 び・

行 動す る こ と が で き る生 涯 学 習 を 進 め ると と も に 、 市 民 と地 域

の 信頼 関 係 と 連 携 の もと 、 地 域 コ ミ ュ ニテ ィ の 輪 を 広 げ たま ち

づ くり が 求 め ら れ て いる 。 ま た 、 行 政 にお い て は 、 限 ら れた 財

源 のな か で 、 健 全 な 財政 運 営 を 図 り な がら 、 魅 力 あ る ま ちづ く

り を推 進 す る 必 要 が ある 。

そ こで 、自 己 決 定・自 己 責 任 に よる 市 民 参 加 の ま ち づ く り と 、

的 確な 行 財 政 基 盤 の 強化 に よ り、「 自 立 した 都 」づ く り を 進 め る 。

②  都 市 計 画 区 域 の 範 囲  

本 区域 の 範 囲 は 、 以 下の と お り と す る 。

都 市 計 画 区 域 名 玉 名 都 市 計 画 区 域

範  囲 玉 名 市 の 行 政 区 域 の 一 部
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(2) 地 域 ごとの 市街地像  

地 域ご と の 市 街 地 像 につ い て は 以 下 に 示す と お り で あ る 。

①  将 来 都 市 構 造  

本 区域 の 都 市 構 造 と して は 、熊 本 市 、荒 尾 市 な ど の 他 都 市 と 連

絡 する 国 道 208 号 や 主 要 地 方 道 玉 名 八 女 線 な ど の 幹 線 道 路 を 都 市

連 携軸 と し て 位 置 付 ける 。ま た 、阿 蘇 外 輪 山 に 源 を 有 し、 有 明 海

ま で注 ぐ 菊 池 川 に よ り水 と 緑 の 軸 を 構 成す る 。

市 街地 ゾ ー ン と し て 、玉 名 市 役 所 や 玉 名 駅 、岱 明 総 合 支 所 に 近

接 する 商 業 地 や 住 宅 地を 位 置 付 け、農 業 ゾ ー ン と し て は 菊 池 川 流

域 の田 園 地 帯 、 自 然 保全 ゾ ー ン と し て は区 域 北 部 の 山 林 をそ れ ぞ

れ 位置 付 け る 。

さ らに 、文 化 拠 点 と し て 文 化 施 設 等 が 集 積 す る 地 域 、交 流 拠 点

と して 九 州 新 幹 線 新 玉名 駅 を 中 心 と し た地 域 、観 光拠 点 と し て 玉

名 温泉 街 を 中 心 と す る地 域 、 レ ク リ エ ーシ ョ ン 拠 点 と し て市 内 に

点 在 す る 蛇 ヶ 谷 公 園 な ど の 大 規 模 公 園 が あ る 地 域 を 位 置 付 け る 。

②  地 域 （ ゾ ー ン ） ご と の 将 来 像

＜ 中心 拠 点 ＞  

玉 名市 役 所 を 中 心 に 、国道 208号 沿 線 及 び 玉 名 駅 周 辺 地 区 と

併 せ た 一 帯 を 中 心 拠 点と し て 位 置 付 け 、商 業・業 務 サ ー ビ ス 、

情 報発 信 等 の 都 市 機 能の 集 積 を 図 り 、 安全 で 快 適 な 利 便 性の

高 い魅 力 あ る 市 街 地 の形 成 を 図 る 。  

＜ 地域 拠 点 ＞  

岱 明総 合 支 所 周 辺 を 地域 拠 点 と し て 、 教育 ・ 文 化 、 情 報 発

信 の都 市 機 能 の 集 積 を図 り 、 中 心 拠 点 に次 ぐ 市 街 地 の 形 成を

図 る。  

＜ 文化 拠 点 ＞  

歴 史博 物 館 こ こ ろ ピ ア、 玉 名 市 民 会 館 、玉 名 市 文 化 セ ン タ

ー など の 集 積 す る 地 域で は 、 既 存 の 文 化遺 産 の 保 全 や 文 化施

設 の有 効 活 用 を 進 め 、文 化 活 動 の 拠 点 形成 を 図 る 。  
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＜ 交流 拠 点 ＞  

九 州新 幹 線 新 玉 名 駅 を中 心 と し た 地 域 は、 県 北 地 域 の 玄 関

口 にふ さ わ し い 観 光 案内 な ど の 情 報 発 信機 能 、 交 流 機 能 、居

住 機能 等 を 誘 導 す る こと に よ っ て 、 新 たな 交 流 拠 点 の 形 成を

図 る。  

＜ 観光 拠 点 ＞  

由 緒あ る 玉 名 温 泉 街 を中 心 と し た 地 域 を本 区 域 の 観 光 拠 点

と して 位 置 付 け 、 風 情あ る 街 な み 等 の 醸成 に 努 め つ つ 、 交通

の 利便 性 や 安 全 性 の 向上 を 図 り 、 魅 力 的な 都 市 観 光 空 間 の形

成 を図 る 。  

＜ レク リ エ ー シ ョ ン 拠点 ＞  

蛇 ヶ谷 公 園 を 中 心 と する 地 域 、 桃 田 運 動公 園 を 中 心 と す る

地 域、 岱 明 中 央 公 園 、浮 田 池 周 辺 、 松 原海 水 浴 場 な ど は 、市

民 の健 康 増 進 と ふ れ あい の 場 と し て の 機能 充 実 を 図 り 、 本区

域 のレ ク リ エ ー シ ョ ンの 拠 点 形 成 を 図 る。  

特 に 松 原 海 水 浴 場 は 、 県 北 地 域 唯 一 の 海水 浴 場 で あ り 、 既

存 施設 の有 効 活 用 や周 辺資 源 との一 体 的 な環 境 整 備 に努 める。 

＜ 市街 地 ゾ ー ン ＞  

中 心拠 点 及 び 地 域 拠 点に 近 接 し て 形 成 され る 商 業 地 、 住 宅

地 等を 主 と し た 都 市 的土 地 利 用 の 高 い 地域 を 本 区 域 の 市 街地

ゾ ーン と し て 位 置 付 け、 商 業 施 設 や 公 共施 設 へ の ア ク セ ス性

な ど生 活 利 便 性 の 高 い市 街 地 の 形 成 に 努め る 。  

＜ 農業 ゾ ー ン ＞  

菊 池川 流 域 に 広 が る 田園 地 帯 は 、 農 業 の振 興 を 重 点 的 に 進

め ると と も に 、 豊 か な自 然 環 境 や 美 し い田 園 景 観 を 有 す る地

区 とし て 保 全 に 努 め る。  

＜ 自然 保 全 ゾ ー ン ＞  

区 域北 部 の 山 林 は 、 森林 を 保 全 す る 。 また 、 借 景 な ど に よ

る 市街 地 の 景 観 形 成 への 活 用 、 休 息 や レク リ エ ー シ ョ ン の場

と して の 活 用 に 努 め る。  
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＜ 田園 居 住 エ リ ア ＞  

用 途地 域 1外 の 区 域 に お け る 伊 倉 、大 浜 、滑 石 等 の 集 落 を 田

園 居住 エ リ ア と し て 位置 付 け 、 歴 史 や 文化 、 現 在 の 集 落 形態

等 の地 域 特 性 に 配 慮 した 生 活 環 境 の 整 備に 努 め る 。  

(3) 各 種 の社会 的課題への対応    

①   少 子 ・ 高 齢 化 へ の 対 応  

本 区域 の 少 子 ・ 高 齢 化の 進 行 を 踏 ま え 、都 市 計 画 の 方 針 と

し て、 全 て の 人 が 安 全で 快 適 に 社 会 活 動を 営 む こ と が で きる

よ うユ ニ バ ー サ ル デ ザイ ン に 配 慮 し た 都市 基 盤 の 適 正 配 置及

び 整備 を 進 め る 。  

②  地 球 温 暖 化 を は じ め と す る 環 境 問 題へ の 対 応  

環 境負 荷 の 少 な い 低 炭素 型 の 都 市 2を 形 成 す る た め に 、交 通

の 発 生 や 移 動 の 需 要 が少 な く 省 エ ネ ル ギー に も 寄 与 し 、 歩い

て 暮ら せ る コ ン パ ク トな ま ち づ く り と なる 集 約 型 都 市 構 造 3

へ の 誘 導 、 公 共 交 通 へ の 転 換 、 道 路 の 効果 的 整 備 に よ る 交通

の 円滑 化 、 市 街 地 の 緑化 や 市 街 地 等 周 辺緑 地 の 保 全 等 を 推進

す る。  

③   都 市 に お け る 自 然 環 境 保 全 へ の 対 応  

本 区域 は 、 小 岱 山 、 菊池 川 や 有 明 海 な ど、 市 民 の 憩 え る 豊

か で身 近 な 自 然 環 境 を有 し て い る 。 都 市計 画 の 方 針 と し て、

無 秩序 な 宅 地 開 発 の 抑制 や 風 致 の 保 持 など 、 良 好 な 自 然 環境

の 維持 ・ 保 全 を 前 提 とし た 土 地 利 用 や 都市 施 設 の 整 備 を 進め

る 。  

④   観 光 振 興 に 向 け た 取 り 組 み へ の 対 応  

本 区域 は 、 130 0余 年 の 歴 史 と 全 国 有 数 の ラ ジ ウ ム 泉 質 を 誇

る 玉名 温 泉 を 有 す る 。ま た 、 菊 池 川 右 岸に 位 置 す る 高 瀬 地区

で は、 点 在 す る 歴 史 資源 を 市 民 が 親 し み誇 り の 持 て る 場 とし

て の活 用 が 求 め ら れ てい る 。  

こ れ ら の 地 区 に お い て 、 景 観 に 優 れ た うる お い の あ る 空 間

の 創出 や 案 内 機 能 の 充実 な ど の 必 要 な 都市 施 設 の 整 備 を 進め
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る 。  

⑤  都 市 防 災 へ の 対 応  

近 年発 生 し た 大 地 震 、水 害 、 高 潮 災 害 等に よ り 、 全 国 的 に

地 域防 災 や 危 機 管 理 に対 す る 意 識 が 高 まっ て い る 。 住 民 の生

命 、財 産 を 守 り 、 災 害に 強 い 都 市 形 成 を図 る た め 、 避 難 地・

避 難経 路 の 確 保 、 市 街地 の 不 燃 ・ 耐 震 化等 を 進 め る も の とす

る 。  

⑥  安 全 ・ 安 心 に 暮 ら せ る 地 域 づ く り への 対 応  

最 近の 犯 罪 の 発 生 状 況を 踏 ま え 、 各 種 社会 基 盤 の 整 備 に あ

た って は 、 地 域 の 状 況に 応 じ て 、 警 察 、公 共 施 設 管 理 者 及び

地 域住 民 等 と連 携 し、防 犯 に配 慮 した整 備 を行 うことにより、

住 民が 安 全 ・ 安 心 に 暮ら せ る 地 域 づ く りを 進 め る 。  

⑦  新 幹 線 を 活 用 し た ま ち づ く り へ の 対応  

新 玉名 駅 周 辺 地 域 等 整備 基 本 計 画 を 踏 まえ 、 県 北 全 域 の 活

性 化に 向 け て 、 新 玉 名駅 周 辺 地 域 に つ いて は 民 間 活 力 な どの

導 入に よ る 開 発 誘 導 と適 正 な 土 地 利 用 が行 え る よ う 、 特 定用

途 制限 地 域 の 検 討 を 行う 。 ま た 、 開 発 に伴 う 公 共 施 設 の 整備

等 につ い て は 、 必 要 に応 じ た 支 援 を し てい く 。  

(4) 都 市 計画区 域の広域的位置 付け  

本 区域 は 、県 北 の 荒 尾・ 玉 名 地 域 の ほ ぼ 中 央 に 位 置 し 、同 地 域

の 中心 的 な 役 割 を 担 って お り 、 九 州 新 幹線 新 玉 名 駅 の 整 備に よ り

広 域的 交 流 の 機 能 が 高ま っ て い る た め 、交 通 ネ ッ ト ワ ー ク整 備 、

新 玉名 駅 周 辺 に お け る結 節 機 能 の 整 備 、既 成 市 街 地と 新 駅 を 連 絡

す るア ク セ ス 道 路 の 整備 等 を 図 る こ と によ り 、周 辺地 域 や 広 域 的

な 都市 間 連 携 を 強 化 し、 自 立 発 展 的 な 都市 圏 の 形 成 を 進 める 。

ま た、 都 市 計 画 区 域 外と な っ て い る 天 水、 横 島 、 三 ツ 川 地区 に

お いて は 、一 体 の 都 市 と し て 無 秩 序 な 開 発 を 抑 制 す る た め 、今 後

都 市計 画 区 域 の 拡 大 を目 指 し て い く 。
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※この図面は、おおむねの位置、広がりを示している。
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２区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針  

(1) 区 域 区分の 決定の方針  

本 区域 で は 、 区 域 区 分 4を 定 め な い 。

な お 、 区 域 区 分 を 定 めな い 根 拠 は 、 以 下の と お り で あ る 。

①   本 区 域 の 人 口 は 、近 年 横 這 い 傾 向 で 推 移 し て お り 、今 後 も 同

様 に推 移 す る こ と が 予想 さ れ る 。ま た 、当 面 大 規 模 な 市 街 地開

発 は予 定 さ れ て い な いこ と か ら 、 急 激 な市 街 地 拡 大 の 可 能性 は

低 いも の と 想 定 さ れ る。  

②   本 区 域 に は 、す で に ま と ま っ た 市 街 地 が 存 在 し、今 後も 当 該

市 街地 を 中 心 と し た 都市 整 備 を 進 め る こと と し 、ま た 、そ の他

部 分的 な 市 街 化 動 向 が 見 ら れる 地 域 や九 州 新 幹線 新 玉 名 駅 の整

備 に伴 い 都 市 的 土 地 利用 へ の 転 換 需 要 が高 ま る 区 域 等 に つい て

も、 適 切 な 規 制・ 誘 導 策 を 検 討 し て い く こ と で 、良 好 な 市 街 地

の 形成 を 図 る こ と が 可能 で あ る と 考 え られ る 。  

③   ① に よ り 急 激 な 市 街 地 の 拡 大 は 想 定さ れ な い こ と 及 び② のと

お り計 画 的 な 都 市 整 備等 を 進 め る こ と によ り 、市 街地 周 辺 の 農

地 や郊 外 の 自 然 環 境 と調 和 し た 良 好 な 都市 環 境 を 形 成 す るこ と

が 可能 で あ る 。  
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３主要な都市計画の決定の方針  

(1) 土 地 利用に 関する主要な都 市計画の決定の方針  

①   主 要 用 途 の 配 置 の 方 針  

主 要用 途 の 配 置 は 、 市街 化 の 将 来 見 通 しと 土 地 利 用 の 現 況

を 勘案 し て 、 都 市 内 にお け る 住 居 、 商 業、 工 業 等 の 用 途 を適

切 に配 分 す る こ と に より 、 機 能 的 な 都 市活 動 の 推 進 、 良 好な

都 市環 境 の 形 成 を 図 るた め の 土 地 利 用 の区 分 を 行 う 。

ａ   商 業 ・ 業 務 地  

行 政施 設 が 集 中 す る 市役 所 周 辺 地 区 を 中心 に 、 旧 来 の 街 並

み と商 業 施 設 が 集 積 する 高 瀬 地 区 や 玉 名駅 周 辺 地 区 及 び 玉名

駅 から 玉 名 温 泉 に 至 る区 域 を 併 せ た 一 帯、 並 び に 岱 明 総 合支

所 周辺 に つ い て は 、 商業 サ ー ビ ス や 就 業の 場 と し て の 求 心力

を 維持 ・ 改 善 す べ き 区域 と し て 、 商 業 ・業 務 地 を 配 置 す る。  

ｂ   住 宅 地  

商 業・ 業 務 地 の 周 辺 に位 置 す る 既 成 市 街地 は 、 住 居 系 土 地

利 用と し 、 な か で も 、商 業 ・ 業 務 地 に 隣接 し た 地 区 へ の 中密

度 住宅 地 配 置 に よ り 、比 較 的 密 度 の 高 い市 街 地 形 態 を 維 持す

る とと も に 、 良 好 な 居住 環 境 の 維 持 ・ 誘導 を 図 る た め 、 中層

共 同住 宅 へ の 建 替 え を促 進 す る な ど 、 位置 的 な 利 便 性 を 生か

し 、安 全 で 機 能 的 な 市街 地 へ の 更 新 に 努め る 。  

一 方 、 商 業 ・ 業 務 地 隣 接 地 以 外 の 地 区 につ い て は 、 低 密 度

住 宅地 を 配 置 し 、 良 質な 戸 建 て 住 宅 地 の形 成 を 図 る 。  

ｃ   工 業 地  

周 辺環 境 と 調 和 し た 工業 系 の 操 業 環 境 を維 持 す る 地 区 と し

て 、国 道 208号 沿 線 で 既 に 工 場 が 立 地 し て い る 地 区 に お い て 、

工 業地 を 配 置 す る 。  
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②   土 地 利 用 の 方 針  

ア ） 土 地 の 有 効 利 用 に 関 す る 方 針  

本 区域 の 中 心 拠 点 に 位置 付 け ら れ る 市 役所 を 中 心 に 、 国 道

208号 沿 線 及 び 玉 名 駅 周 辺 地 区 と 併 せ た 一 帯 に つ い て は、計 画

的 な都 市 空 間 形 成 に 努め 、 日 常 的 な 生 活圏 を 越 え た よ り 広範

な 地域 を 対 象 と し た 業務 ・ 商 業 ・ 行 政 ・文 化 等 の 高 次 都 市機

能 の充 実 を 図 る と と もに 土 地 の 有 効 利 用を 進 め る 。  

九 州 新 幹 線 新 玉 名 駅 周 辺 に つ い て は 、 県北 地 域 の 玄 関 口 に

ふ さわ し い 観 光 案 内 など の 情 報 発 信 機 能、 交 流 機 能 、 居 住機

能 等の 誘 導 を 図 る 。 また 、 農 地 に つ い ては 田 園 景 観 づ く りな

ど にも 活 用 す る 。  

な お 、 市 役 所 な ど の 公 共 施 設 の 移 転 跡 地を 含 め 、 土 地 の 有

効 利用 を 図 る 際 は 、 良好 な 都 市 景 観 の 形成 に 配 慮 し 、 適 切な

建 築形 態 規 制 5の 見 直 しや公 共 空 間 の緑 化 等 についても検 討 す

る 。  

イ ）用 途 転 換 、 用 途 純化 ま た は 用 途 の 複合 化 に 関 す る 方 針  

中 心拠 点 に お い て は 、定 住 の 促 進 及 び 多様 な 世 代 に よ る コ

ミ ュニ テ ィ 形 成 の 促 進に よ り 地 域 の 活 性化 を 図 る た め 、 商業

・業 務 等の 高 次 都 市 機能 6に 居 住 機 能 を 加 え た 複 合 的 な 土 地 利

用 の形 成 を 推 進 す る 。  

ウ ）居 住 環 境 の 改 善 また は 維 持 に 関 す る方 針  

計 画的 な 都 市 基 盤 が 整備 さ れ な い ま ま 、無 秩 序 な 市 街 化 が

進 行し た り 、 老 朽 建 築物 の 密 集 し た 市 街地 と な っ て い る 場合

は 、防 災 な ど の 安 全 性や 利 便 性 の 観 点 から 、 良 好 な 市 街 地環

境 のた め 、 都 市 施 設 の整 備 や 街 区 の 整 序な ど を 進 め る 。  

都 市 計 画 道 路 の 整 備 に 伴 い 市 街 化 が 既 に進 行 し 、 あ る い は

こ れか ら 進 行 が 予 想 され る 地 区 に お い ては 、 区 画 道 路 等 の整

備 によ る 市 街 地 環 境 の改 善 を 推 進 し 、 良好 な 市 街 地 の 形 成す

る 。  

道 路 な ど の 都 市 基 盤 が 比 較 的 整 い 、 良 好な 住 環 境 が 確 保 さ

れ た地 区 に つ い て は 現在 の 環 境 維 持 に 努め る 。  
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エ ）優 良 な 農 地 と の 健全 な 調 和 に 関 す る方 針  

用 途 地 域 外 の 農 用 地 は 、 重 要 な 農 業 生 産 基 盤 で あ る こ と か

ら 、 引 き 続 き 保 全 に 努 め る 。  

オ ）自 然 環 境 形 成 の 観点 か ら 必 要 な 保 全に 関 す る 方 針  

小 岱 山 に 連 な る 丘 陵 地 の 緑 地 は 、 良 好 な 自 然 環 境 で あ り 市

街 地 の 背 景 と な る 景 観 を 有 し て い る こ と か ら 保 全 を 図 る 。  

カ ）計 画 的 な 都 市 的 土地 利 用 の 実 現 に 関す る 方 針  

用 途 地 域 外 の 集 落 等 に つ い て は 、 環 境 の 維 持 ・ 保 全 に 努 め

る た め 、 地 区 計 画 7制 度 の 適 用 、 特 定 用 途 制 限 地 域 8の 指 定 、

建 築 形 態 規 制 制 度 の 活 用 な ど を 検 討 す る 。  
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(2) 都 市 施設の 整備に関する主 要な都市計画の決定の方針  

①   交 通 施 設 の 都 市 計 画 の 決 定 の 方 針  

ａ   基 本 方 針  

ア ）  交 通 体 系 の 整 備 の 方 針  

自 動 車 交 通 は、市 民 の日 常 における基 礎 的 な交 通 手 段 であり、

都 市 間 の 移 動 手 段 や 都 市 内 の 身 近 な 通 勤 ・ 生 活 手 段 等 と し て 幅

広 く 利 用 さ れ て い る 。  

鉄 道 に つ い て は 、本 区 域 内 に ３ 駅 を 有 す る Ｊ Ｒ 鹿 児 島 本 線 は 、

都 市 間 の 移 動 の た め に 利 用 さ れ て い る 。 ま た 、 九 州 新 幹 線 新 玉

名 駅 が 整 備 さ れ 、 新 幹 線 利 用 に よ っ て こ れ ま で よ り 広 域 的 な 移

動 も 可 能 と な っ た 。  

路 線 バ ス は 、 幹 線 道 路 を 中 心 に 放 射 状 に 運 行 さ れ て お り 、 都

市 内 ・ 都 市 間 の 生 活 交 通 と し て 、 通 学 や 高 齢 者 の 身 近 な 移 動 手

段 と し て 利 用 さ れ て い る 。  

自 転 車 は 、 主 に 市 街 地 内 や 集 落 間 の 身 近 な 移 動 手 段 と し て 利

用 さ れ て い る 。  

こ の よ う な 交 通 機 関 相 互 の 役 割 分 担 の 状 況 を 踏 ま え 、 少 子 ・

高 齢 化 や 環 境 保 全 の 必 要 性 の 高 ま り に 配 慮 し て 、 公 共 交 通 や 自

転 車 等 を 利 用 し や す い 環 境 を 整 備 す る た め に 、 幹 線 道 路 や 生 活

道 路 を 適 正 に 配 置 し 、 ま た 、 交 通 結 節 点 の 機 能 の 向 上 を 図 る 。

併 せ て 、 合 併 し た 旧 岱 明 町 を 含 め た 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク の 充 実 や

国 道 な ど の 広 域 交 流 の 促 進 に 資 す る 道 路 に つ い て も 整 備 を 進 め

て い く 。  

イ ）整 備 水 準 の 目 標  

本 区 域 の 用 途 地 域 に お け る 幹 線 道 路 の 配 置 密 度 は 、 平 成 17

年 度 末 現 在 1. 3km / k ㎡ で あ る が 、 お お む ね 20 年 後 の 平 成 37 年

に は 1.6 7 km /k ㎡ 程 度 と な る こ と を 目 標 と し て 整 備 を 進 め る 。  

ｂ  主 要 な 施 設 の 配 置 の 方 針  

ア ） 道 路 整 備 の 方 針  

都 市 間 や 県 外 と の 交 流 ・ 連 携 を 促 進 す る た め 、 幹 線 道 路 網

の 整 備 を 進 め る と と も に 、 高 速 道 路 や 鉄 道 駅 、 港 湾 等 の 交 通

拠 点 へ の 連 絡 性 を 強 化 す る 。  
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ま た 、 市 民 の 生 活 利 便 性 の 向 上 が 図 れ る よ う 、 既 成 市 街 地 に

お け る 交 通 機 能 の 向 上 と 都 市 内 の 地 区 間 連 携 を 促 進 す る 幹 線 道

路 の 整 備 、 生 活 道 路 の 充 実 に 努 め る 。  

な お 、道 路 整 備 に あ た っ て は 、交 通 安 全 施 設 の 充 実 等 に よ り 、

安 全 性 の 高 い 交 通 空 間 の 整 備 に 努 め る と と も に 、 新 交 通 管 理 シ

ス テ ム (Ｕ Ｔ Ｍ Ｓ ) 9 の 整 備 推 進 に よ り 、 自 動 車 交 通 の 円 滑 化 を

図 る 。  

一 方 、 人 や 自 然 に や さ し い 交 通 環 境 を 整 備 す る た め 、 ユ ニ

バ ー サ ル デ ザ イ ン の 導 入 や 自 然 環 境 へ の 配 慮 に 努 め る 。  

イ ）公 共 交 通 に 関 す る整 備 の 方 針  

玉 名 駅 、 九 州 新 幹 線 新 玉 名 駅 、 中 心 市 街 地 、 主 要 観 光 地 等

の 都 市 内 拠 点 相 互 を 連 絡 す る 公 共 交 通 網 を 強 化 す ると と もに 、

九 州 新 幹 線 新 玉 名 駅 周 辺 に お け る 結 節 機 能 の 向 上 、 及 び そ の

円 滑 な 連 絡 性 を 確 保 す る 道 路 に つ い て も 検 討 し て い く 。  

鉄 道 駅 周 辺 の 既 存 の 駐 車 場 を 活 用 し た パ ー ク ア ン ド ラ イ ド

1 0や 、キ ス ア ン ド ラ イ ド 1 1を 推 進 す る こ と に よ り 鉄 道 機 能 の 更

な る 有 効 活 用 を 図 っ て い く 。  

ま た 、 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン に 配 慮 し た 公 共 交 通 車 両 の 導

入 と 合 わ せ 、 駅 前 広 場 の 整 備 な ど 結 節 点 の 改 良 に も 取 り 組 ん

で い く 。  

ｃ  主 要 な 施 設 の 整 備 目 標  

お お む ね 10年 以 内 に 整 備 又 は 事 業 着 手 を 予 定 す る 主 要 な 施

設 は 以 下 の と お り と す る 。  

種 別 名 称

３ ． ５ ． ５ 前 田 東 線

３ ． ５ ． ８ 玉 名 駅 平 嶋 線

３ ． ５ ． 11   立 願 寺 横 町 線

３ ． ４ ． １  築 地 中 線

道 路

３ ． ３ ． ４  岱 明 玉 名 線

公 共 交 通 九 州 新 幹 線 新 玉 名 駅 周 辺 整 備
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②  下 水 道 の 都 市 計 画 の 決 定 の 方 針  

ａ   基 本 方 針  

ア ） 下 水 道 の 整 備 の 方 針  

生 活 環 境 の 改 善 と 公 共 用 水 域 の 水 質 保 全 を 図 る た め 、 本 区 域

に お い て は 、 公 共 下 水 道 を 基 本 と し な が ら 、 市 街 地 の 形 成 状 況

等 の 地 域 特 性 に 応 じ た 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 や 、 合 併 処 理 浄 化

槽 の設 置 等 の効 率 的 な生 活 排 水 処 理 施 設 の整 備 を推 進 していく。 

イ ）整 備 水 準 の 目 標  

平 成 17 年 現 在 の 公 共 下 水 道 整 備 率（ 全 体 計 画 区 域 面 積 に 占 め

る 供 用 済 面 積 の 割 合 ）は 約 65.31％ で あ る が 、お お む ね 17 年 後

の 平 成 34 年 に は 全 体 計 画 区 域 の 完 了 を 目 標 と し て 整 備 を 進 め る 。 

ｂ  主 要 な 施 設 の 配 置 の 方 針  

下 水 道 等 は 、 生 活 環 境 の 改 善 と 公 共 用 水 域 の 水 質 保 全 を 図

る こ と を 目 的 と し て お り 、 菊 池 川 右 岸 の 処 理 区 だ け で な く 、

左 岸 側 に お い て も 効 果 的 な 整 備 を 検 討 し て い く 。  

ｃ  主 要 な 施 設 の 整 備 目 標  

お お む ね 10年 以 内 に 整 備 又 は 事 業 着 手 を 予 定 す る 主 要 な 施

設 は 以 下 の と お り と す る 。  

種 別 名 称

玉 名 処 理 区
公 共 下 水 道

岱 明 処 理 区
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③ 河 川 の 都 市 計 画 の 決 定 の 方 針

ａ   基 本 方 針  

ア ） 河 川 の 整 備 の 方 針  

浸 水 等 の 災 害 に 備 え 河 川 改 修 を 促 進 す る と と も に 、 菊 池 川

等 の 河 川 が 市 民 に と っ て の 貴 重 な 自 然 空 間 で あ る こ と か ら 、

生 態 系 に 配 慮 し た 多 自 然 川 づ く り 1 2を 進 め て い く 。  

イ ）整 備 水 準 の 目 標  

菊 池 川 や そ の 他 の 県 が 管 理 す る 主 要 な 河 川 で は 、 流 域 に 応

じ た 計 画 規 模 を 目 標 と し て 整 備 を 推 進 す る 。  

ｂ  主 要 な 施 設 の 整 備 目 標  

お お む ね 10年 以 内 に 整 備 又 は 事 業 着 手 を 予 定 す る 主 要 な 施 設 は

以 下 の と お り と す る 。  

種  別  名  称  

河 川  境 川  
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(3) 市 街 地開発 事業に関する主 要な都市計画の決定の方針  

①   主 要 な 市 街 地 開 発 事 業 の 決 定 の 方 針  

工 場 や 公 共 施 設 の 跡 地 利 用 な ど に よ り 市 街 地 中 心 部 の 都 市

機 能 を 向 上 す る た め 、 土 地 の 有 効 利 用 や 適 切 な 土 地 利 用 の 実

現 を 図 る 観 点 か ら 、 本 区 域 に お い て は 、 市 街 地 の 再 構 築 を 図

る 市 街 地 開 発 等 の 事 業 導 入 を 検 討 す る 。

(4) 自 然 的環境 の整備または保 全に関する都市計画の決定の方針  

①   基 本 方 針  

ａ   基 本 方 針  

公 園 緑 地 の 整 備 状 況 は 全 国 平 均 を 上 回 っ て い る こ と か ら 、

基 本 的 に は ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン の 理 念 に 基 づ く 改 築 ・ 更 新

や 適 切 な 維 持 管 理 を 行 う 。 河 川 緑 地 に つ い て は 河 川 行 政 と 連

携 し な が ら 特 徴 あ る 公 園 ・ 緑 地 の 整 備 を 推 進 す る 。 ま た 、 立

願 寺 公 園 等 の ま ち な か 公 園 を 周 辺 観 光 政 策 と の 連 携 に よ る 有

効 利 用 を 検 討 す る 。  

ｂ   緑 地 の 確 保 目 標 水 準  

本 区 域 の 住 民 一 人 当 た り の 都 市 施 設 と し て の 公 共 空 地 面 積

（ 公 園 、緑 地 等 ）は 、平 成 17年 度 現 在 10. 5㎡ /人 で あ る が 、全

国 平 均 を 上 回 っ て い る こ と か ら 、 今 後 と も 、 現 在 の 緑 地 水 準

を 維 持 す る と と も に 、 適 切 な 管 理 に 努 め る 。  

②   主 要 な 緑 地 の 配 置 方 針  

ア ） 環 境 保 全 系 統  

市 街 地 中 心 部 の 緑 地 帯 及 び 憩 い の 場 と な っ て い る 菊 池 川 等

の 河 川 空 間 は、生 態 系 に 十 分 配 慮 し た 保 全 に 努 め る と と も に 、

憩 い の 場 と し て 積 極 的 な 活 用 を 図 る 。  

ま た 、 街 路 樹 や 緑 地 帯 な ど は 、 健 全 な 都 市 環 境 の 形 成 に 不

可 欠 な 社 会 資 本 で あ る こ と か ら 市 民 等 の 意 見 を 反 映 し た 配 置

計 画 、 維 持 ・ 管 理 計 画 の 策 定 に 努 め る 。  
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イ ）レ ク リ エ ー シ ョ ン系 統  

多 様 な レ ク リ エ ー シ ョ ン 需 要 に 的 確 に 対 応 す る た め 、 都 市

全 体 を 対 象 範 囲 と す る 蛇 ヶ 谷 公 園 な ど の 基 幹 的 な 公 園 と 集 落

ご と に 整 備 す る 身 近 な 公 園 の 適 正 配 置 に 努 め る 。  

ウ ）防 災 系 統  

市 街 地 内 の 緑 地 や 道 路 は 、 災 害 時 に お い て は 避 難 地 ・ 避 難

路 と し て の 役 割 を 担 い 、 ま た オ ー プ ン ス ペ ー ス と し て 延 焼 の

拡 大 を 抑 制 す る 効 果 も あ る こ と か ら 、 防 災 機 能 の 観 点 か ら 、

積 極 的 保 全 ま た は 適 正 配 置 に 努 め る 。  

エ ）景 観 構 成 系 統  

レ ク リ エ ー シ ョ ン 拠 点 ゾ ー ン で あ る 蛇 ヶ 谷 公 園 や 桃 田 運 動

公 園 に つ い て は 、 憩 い の 場 を 形 成 す る 緑 地 と し て 位 置 付 け 、

そ の 保 全 に 努 め る 。  

観 光 拠 点 ゾ ー ン で あ る 玉 名 温 泉 地 区 は 、 周 辺 の 公 共 空 間 も

含 め 区 域 を 代 表 す る 郷 土 的 景 観 と し て 整 備 を 検 討 す る 。  

③   実 現 の た め の 具 体 的 な 都 市 計 画 制 度の 方 針  

自 然 環 境 の 保 全 、 自 然 景 観 の 形 成 、 あ る い は 史 跡 の 保 護 等

の 観 点 か ら 重 要 と 判 断 さ れ る 緑 地 に つ い て は 、 都 市 公 園 の 指

定 を 検 討 す る ほ か 、 風 致 地 区 、 緑 地 保 全 地 区 等 の 土 地 利 用 制

度 に よ る 保 全 に つ い て も 必 要 に 応 じ て 検 討 す る 。  

④   都 市 公 園 の 整 備 方 針  

本 市 に お け る 都 市 公 園 内 の 施 設 老 朽 化 へ の 対 策 と し て 、 誰

も が 安 全 で 安 心 し て 利 用 で き る 公 園 に す る た め 、 ユ ニ バ ー サ

ル デ ザ イ ン の 理 念 に 基 づ き 施 設 の 改 築 ・ 更 新 を 推 進 す る と と

も に 、 適 切 な 維 持 管 理 を 行 う 。  
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※ こ の 図 面 は 、 土 地 利 用 の お お む ね の 配 置 を 示 し て い る 。  



19

用語の解説 

01  用途地域：住宅地に望ましい環境づくりや、商工業に適した地域づくりなど、それぞれの地域にふさわしい

発展を促すため、都市計画法に基づいて定められているもの。地域区分には大きく分けて「住居系」「商業系」

「工業系」の3つがあり、そのなかでさらに細かく分けられ、全部で12種類ある。各区分によって、建てられ

るものと建てられないもの、その規模の制限がくわしく規定される。住宅が建てられないのは「工業専用地

域」のみ。 

02  低炭素型の都市：地球温暖化の原因となるＣＯ２などの排出を最小化するために。市街地の拡散を抑制し、

公共交通活用などの交通対策と組み合わせたコンパクトな構造とした都市。建物の更新を面的に推進し併せ

てエネルギー利用の効率化や未利用・再生可能エネルギーの活用を図ったり、あるいは吸収源となる緑地の

保全と緑化を推進することなどの対策を総合的に推進する都市。 

03  集約型都市構造：都市圏内の中心市街地及び主要な交通結節点周辺等を都市機能の集積を促進する拠点（集

約拠点）として位置づけ、集約拠点と都市圏内のその他の地域を公共交通ネットワークで有機的に連携する

ことで、都市圏内の多くの人にとっての暮らしやすさと当該都市圏全体の持続的な発展を確保するものであ

る。 

04  区域区分：都市計画の基本的な制度として、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分す

るいわゆる「線引き制度」がある。都市での人口や産業の集中が激しくなると、市街地周辺部などでは、本

来市街化することが不適切な土地までもが乱開発などによって無秩序に市街化され、居住環境の悪化を招く

だけでなく都市農業にも悪影響を与えることとなる。このような事態を防ぎ都市機能の効率化をはかるとと

もに、都市農業との調和のとれた生活環境を築くため、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」

に区分すること。 

区域区分（線引き）を行うか否かについては、県が作成する「都市計画区域マスタープラン」の中でその方針を

明確にした後に、県の都市計画審議会に附議し、県が都市計画決定を行う。 

●区域区分制度適用基準 

市街化区域 市街化調整区域 

①すでに市街地を形成している区域 

面積が50ha 以下のおおむね整形の土地の区域ごと
に区分して 
・その区域の人口密度が40 人/ha 以上であるもの

が連担していてその人口が3,000 以上であるこ
と（統計上の人口集中地区に該当する区域） 

・上記の区域に接続している区域で、建築物の敷

地が区域面積の1/3 以上であるもの（将来の市
街化が確実であると思われるもの） 

②おおむね10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を

図るべき区域 
（原則として、市街化調整区域とすべき土地の区
域を含まないこと） 

①優良な集団農地、その他長期にわたり農用地とし

て保存すべき土地の区域 
②市街化の動向からみて市街化が不適当な区域 
③自然風景の維持等を図るべき区域④災害の発生の

恐れがある区域 

●区域区分制度が義務づけされている都市計画区域 

依然開発圧力が高く、計画的に市街化を進める必要性が法律上規定されている 
①三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等 
②政令指定都市を含む都市計画区域 

については、線引きが義務づけられている。 
注）上記の基準等は平成12 年5月に成立した改正都市計画法に基づくものだが、法改正以前においては、区域

区分制度が義務づけられている区域として新産業都市促進法（昭和37年）、工業整備特別地域促進法（昭

和39年）によって指定された地域も含まれていた。 
荒尾市を含む「不知火・有明・大牟田地域」は新産業都市の地域指定を受けていたために区域区分制度
が義務づけられていたことになる。なお、この二法は現時点では廃止されている。 
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05  建築形態規制：敷地面積に対する建築物のボリュームや高さを制限し、調和のとれた市街地環境の形成を図

るもので、建ぺい率制限、容積率制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、日影規制の５つがある。 

建ぺい率とは？  
 敷地面積に対する建築面積の割合。建築面積
とは建築物を空から見下ろした時の平面的な広
さで、空地を敷地内に確保するためのもの。 

容積率とは？  
 敷地面積に対する延床面積の割合。延床面積
とは各階（1階、２階、・・・）の床面積の合計
で、建物の大きさ（ボリューム）を規制するた
めのもの。 

道路斜線制限とは？  
 道路に面する側の軒や壁の位置を軒や建物の
高さに応じて制限するための仰角。 
 道路の反対側の境界線から一定の角度で見上
げた時にその仰角線を超えて建物を建てること
はできない。 

隣地斜線制限とは？  
 隣の敷地に面する側の軒や壁の位置を軒や建
物の高さに応じて制限するため仰角。ただし、
隣地斜線制限は道路斜線制限と異なり、30ｍ又
は21ｍまでは規制の対象外となっている。 

06 高次都市機能：周辺市町村を含めた広域圏を対象とした教育、文化、医療、行政、産業情報等の諸機能。 

07  地区計画：定区域における公共施設や配置や規模、建築物の用途や形態などに関する事項を定め、開発行為
や建築行為を適正に誘導、規制する計画（制度）。 

その内容は、地区の目標、将来像を示す「地区計画の方針」と、生活道路の配置、建築物の建て方のルール

などを具体的に定める「地区整備計画」とからなり、住民などの意見を反映して、町並みなどその地区独自

のまちづくりのルールを、きめ細かく定めるもの。具体的には建物の用途、高さ、色などの制限や、地区道

路、公園などの配置についてきめ細かく定め、景観のすぐれた良いまちづくりを進める。

08  特定用途制限地域：特定用途制限地域というのは、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域

を除く)内において、その良好な環境の形成や保持のため、その地域の特性に応じて合理的な土地利用が行わ

れるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要が定められる地域のこと。 

09  新交通管理システム（ＵＴＭＳ）：道路に設置された各種センシングシステムを介して、個々の通行車両と交

通管制センターが双方向通信をし、ドライバーにリアルタイムで交通情報を提供するとともに、安全運転の

支援や緊急時の支援、旅客輸送と物流の効率化等、道路交通を積極的に管理するシステム。 
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10  パークアンドライド： 自宅から自家用車で最寄りの駅またはバス停に行き、車を駐車させた後、バスや鉄道

等の公共交通機関を利用して都心部の目的地に向かうシステム。 

11  キスアンドライド：自宅から公共交通機関の乗降所(駅やバス停など)まで自動車で家族(語源的には主に配偶

者)に送り迎えをしてもらう通勤・通学形態。送ってもらった配偶者にキスをしてから、公共交通機関に乗り

換える(ライド)ことからこの言葉が生まれた。

12  多自然川づくり：河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河

川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な景観を保全・創出するために、河川管理を行う

ことをいう。


